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国民年金保険料の納付猶予制度の概要

• 国民年金の保険料は、被保険者本人が納付するものであるが、様々な理由で本人が保険料を納付できない場合にも将来の年金給付に結
びつける観点から、世帯主と配偶者に連帯して保険料を納付する義務が課されている。

• また、国民年金の免除制度は、被保険者、配偶者及び世帯主の前年所得が一定以下であることを要件としており、就職が困難であった
り失業中で所得が低い若年者であっても、収入のある親等と同居している場合には保険料免除の対象とはならない。

• 他方で、平成16年改正の当時、20歳代で非正規雇用の労働者が増大していた状況を踏まえ、将来の無年金・低年金を防止するため、 
30歳未満の者については、平成17年４月から平成27年６月までの期間（10年間）、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及
び配偶者の所得要件により保険料納付を猶予する納付猶予制度が創設され、将来実際に保険料を負担できることとなった時点で保険料
を追納できる仕組みとされた。

• 被保険者が50歳未満であること。

• 本人及び配偶者の前年の所得が一定額以下である
こと（世帯主（親など）の所得は勘案しない）。

• 納付猶予期間は、老齢基礎年金等の受給資格期間
に算入される。10年間は保険料を追納できる。
追納が行われない場合、免除制度の場合には老齢
基礎年金の年金額の計算に国庫負担分のみは反映
されるが、納付猶予制度は反映されない。

• 令和12年６月までの時限措置。

制度
免除等の要件
（対象者）

免除等の要件
（所得基準）

年金給付

納付猶予制度
本人・配偶者
の前年所得

全額免除基準と同じ

全額免除
本人･配偶者･世帯主

の前年所得
（扶養親族等の数＋１）

×35万円＋32万円

• 平成17年４月から30歳未満の者を対象とした納付猶予制度が施行されたが、非正規雇用の労働者が中高年を含む幅広い世代で増加して
いること等を踏まえ、平成27年6月までの期限を令和7年6月までに延長し、30歳以上50歳未満の者についても納付猶予制度の対象に拡
大した。

• その後、令和２年改正で期限を再延長したことにより、現在は令和12年６月までの時限措置となっている。

国民年金保険料の納付猶予制度（以下単に「納付猶予制度」という。）の創設（平成17年４月施行） 【平成16年改正法附則第19条】

納付猶予制度の期限の延長、対象者の拡大（平成28年７月施行） 【平成26年改正法附則第14条】

現行の納付猶予制度の要件等 免除制度との比較

国庫
負担分

保険料分

国庫
負担分

保険料分
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納付猶予制度の創設経緯

平成1 6年の改正（2 0歳～3 0歳未満までの納付猶予制度の創設）

○ 平成15年９月に取りまとめられた「年金制度改正に関する意見」（社会保障審議会年金部会）において、当時
の大幅な納付率の低下要因として、「20歳到達者に対する職権適用等により納付率の低い若年層が増加してきて
いることや、雇用情勢の悪化等による第２号被保険者から第１号被保険者となった者の増加、若年失業者の増大、
フリーターの増加など、社会経済情勢による側面」が挙げられ、収納対策として、年金広報や年金教育の強化の
ほか、多段階免除の導入等について検討すべきとされた。

○ こうした中で「国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）」により、保険料を一部免除す
る多段階免除に加えて、30歳未満の者に対する納付猶予制度が創設された（当初は平成27年6月までの時限措
置）。

（参考）「年金制度改正に関する意見」（平成15年９月12日社会保障審議会年金部会）
IV．公的年金制度の運営
（１）国民年金保険料の徴収

○ 国民年金の納付率は、現行制度となった昭和61年以降平成４年度の85.7％をピークに徐々に低下し、
平成14年度には62.8％となった。近年のこのような大幅な低下の背景には、２０歳到達者に対する職権適
用等により納付率の低い若年層が増加してきていることや、雇用情勢の悪化等による第２号被保険者から
第１号被保険者となった者の増加、若年失業者の増大、フリーターの増加など、社会経済情勢による側面
もある。（略）

 (1) 国民に対して、年金広報や年金教育を強化し、制度の意義・役割、更に保険料納付の有利さ、大切さ
について正しく理解してもらうとともに、保険料納付は国民の義務であるという意識の徹底を図るべき
である。

(2) 現実に負担能力がない又は低い者については、全額免除又は半額免除の仕組みがあるが、負担能力に
応じたよりきめ細かい対応が可能となるよう、免除の仕組みを更に見直すことが必要である。
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納付猶予制度の改正経緯

平成2 6年の改正（納付猶予制度の対象者を5 0歳未満まで拡大）

○ 平成25年に取りまとめられた「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会報告書」（社会保障審議会年
金部会）において、納付猶予制度について「非正規雇用の労働者が中高年を含む幅広い年代で増加していること
等を踏まえて、対象年齢の見直しを検討」すべきとされ、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金
法等の一部を改正する法律（平成26年法律第64号）」により、納付猶予制度の対象年齢を30歳未満から50歳未
満に拡大した。（令和７年６月までの時限措置）

（参考）「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会報告書」
（平成25年12月13日社会保障審議会 年金部会）抄

Ⅱ 国民年金保険料の納付率向上策
（４）年金保険料の納付機会の拡大について

○ また、若年者納付猶予制度は、当時、20歳代で非正規雇用の労働者が増大していた状況を踏まえて、
平成16年の改正で、若年者の保険料追納の機会を確保するという観点から設けられたものであるが、今日
では、非正規雇用の労働者が中高年を含む幅広い年代で増加していること等を踏まえて、対象年齢の見直
しを検討するとともに、学生納付特例制度との円滑な接続について運用面の改善を図るべきである。

○ なお、納付猶予制度は、追納しない限り将来の年金額が低くなってしまう仕組みであり、低年金・無
年金者対策としては一定の限界があることに留意し、追納しやすい環境の整備を図るとともに、免除制度
の積極的活用など年金制度内での対応を図り、老後の年金額の確保に努めるべきである。

令和２年の改正

○ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第40号）」により、納付猶
予の期限を令和12年６月まで５年間延長。
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納付猶予制度の適用者数・適用率

（出典）厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」 
（注）１）人数は年度末時点。

２）納付猶予適用率は、納付猶予適用者／第１号被保険者（任意加入被保険者を除く。）で算出。

（人）

◆ 第１号被保険者全体の数が減少する中で、納付猶予制度の対象者が拡大された平成28年度以降、納付猶予制度の適用者数
は増加傾向にあり、第１号被保険者全体に占める適用率は上昇している。
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平成26年の改正により納付猶予制度の対象者を50歳

未満まで拡大（平成28年７月施行）



納付猶予制度の適用者数（年齢階層別）

◆ 20歳以上30歳未満の者については、依然として一定数の適用者がいる。

◆ 平成28年より対象が拡大された30歳以上50歳未満の者については適用者数が増加。

4 5～

4 9歳

（万人）

（出典）厚生労働省「国民年金被保険者実態調査」 
（注）１）世帯の総所得金額不詳の者を除く。

２）人数は各調査年の前年度末時点。
３）平成23年調査については、岩手県、宮城県及び福島県を除く。
４）平成26、29年調査については、福島県の避難指示区域を除く。
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令和４年度末時点
での納付猶予の
最大期間（※）
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0.9
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1.1

1.0
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納付猶予適用者における納付猶予の適用期間

（資料出所）年金局調べ（令和４年度末時点） 。
（注）１）令和４年度末時点の被保険者データ（５分の１抽出）をもとに集計（レコード数を５倍して人数ベースに復元）。

２）過去に納付猶予を受けていた月の保険料について既に追納を済ませている場合は、納付済み月として扱っている。

（万人）
男性 女性

◆ 現在納付猶予が適用されている者について、その納付猶予の適用期間は、特に30歳代では５年超の者が半数以上存在して
いる。
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（※）納付猶予制度を利用可能な年数は、対象年齢拡大の改正経緯等により、５歳ごとに区切った年齢階級に応じて差があることに留意が必要。



年齢階級 納付猶予者
総数

（内訳）

自営業主 家族従業者 常用雇用
パート・

アルバイト・
臨時

無職 不詳

20～24歳 18.3 0.6 0.2 0.8 7.1 9.2 0.4

25～29歳 15.4 0.6 0.6 0.7 5.9 7.6 0.1

30～34歳 10.5 0.6 0.4 0.3 3.4 5.6 0.2

35～39歳 5.5 0.3 0.2 0.1 1.4 3.4 0.1

40～44歳 3.5 0.2 0.2 0.1 0.9 2.1 0.1

45～49歳 2.8 0.2 0.1 0.0 0.6 1.8 0.1

合計 56.1 2.5 1.7 1.9 19.2 29.7 1.0

納付猶予適用者の就労状況

◆ 現在納付猶予が適用されている者は約56万人おり、そのうち約半数が無職である。
◆ 「無職」、「不詳」を除いた就労している者のうち約75％は、「パート・アルバイト・臨時」の就労形態となっている。

（出典）厚生労働省「令和２年国民年金被保険者実態調査」 
（注）１）人数は令和元年度末時点。

２）四捨五入により足し上げは必ずしも合計と一致しない。

（単位：万人）
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18.5%
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13.0%

8.6%
6.6% 4.9%

2.7%
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2.0%

0.0%
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15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

納付猶予適用者の世帯構成員の所得額について、
１割弱は、450万円（収入ベースで概ね850万円）
以上の水準となっている。

収入ベースで
概ね550万円

収入ベースで
概ね700万円

収入ベースで
概ね400万円

収入ベースで
概ね850万円

収入ベースで
概ね1000万円

収入ベースで

概ね1500万円以上

総数

所得区分
（※１）

０円
０円～
50万円

50万円～
100万円

100万円～
150万円

150万円～
200万円

200万円～
250万円

250万円～
300万円

300万円～
350万円

350万円～
400万円

400万円～
450万円

450万円～
500万円

500万円～
600万円

600万円～
700万円

700万円～
800万円

800万円～
900万円

900万円～
1000万円

1000万円
以上

総数 18.5% 17.4% 15.4% 13.0% 8.6% 6.6% 4.9% 2.7% 2.6% 2.2% 1.5% 1.6% 0.9% 0.9% 0.9% 0.4% 2.0%

納付猶予適用者の世帯構成員の所得の分布

◆ 納付猶予適用者の世帯構成員の所得額（世帯構成員のうち最大となる者の所得額）について、５割超は控除後の所得額（※１）で
100万円以下の水準にあるが、１割弱は450万円（収入ベース（※２）で概ね850万円）以上の水準にある。

（※１）所得額は一部免除基準に用いる所得の範囲であり、総所得金額から「38万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等」を控除して得た額であり、課税所得ベースの額となっている、なお、負の値となった
場合は０円としている。

（※２）「収入ベース」として記載している金額は、配偶者と被扶養者（子（納付猶予適用者）１名）がいることを想定し、給与所得控除等の各種控除を控除した課税所得ベースとのおおよその関係を示した参考額
である。

40～49歳

30～39歳

20～29歳

納付猶予適用者の世帯構成員の
所得額について、５割超は、
100万円以下の水準にある。
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（出典）厚生労働省「令和２年国民年金被保険者実態調査」 より作成
（注）１）本表は、世帯構成員（本人、配偶者または世帯主に限る）の所得額のうち、最大額について計上したものである。

２）数値は令和元年度末時点。
３）四捨五入により足し上げは必ずしも100％と一致しない。



納付猶予制度の適用状況（納付猶予適用者の世帯人員別の割合）

◆ 全額免除と納付猶予では所得基準が同じであり、単身世帯等で全額免除が適用できる状態にあるにも関わらず、納付猶予に
留まっている場合がある。
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（出典）厚生労働省「令和２年国民年金被保険者実態調査」 
（注）１）数値は令和元年度末時点。

２）四捨五入により足し上げは必ずしも合計と一致しない。
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納付猶予制度の現状と課題

【納付猶予制度の導入と変遷】

◆納付猶予制度は、雇用情勢の悪化等による若年失業者の増大、フリーターの増加などを踏まえ、同居している世帯主の所得にかかわら
ず、本人と配偶者の所得要件で該当の有無を判断し、実際に保険料を負担できるようになった時点で追納できる仕組みとして、平成16
年改正で時限措置として導入され、その後対象者の拡大、期限の延長がされ、現在は令和12年6月までの時限措置とされている。

◆対象者の拡大、期間の延長をしてきたことで、雇用情勢の悪化等の影響を最も受けた一定の世代に限られた制度ではなく、幅広い世代
に利用されている制度となっている。

【納付猶予制度の導入時からの変化】

◆納付猶予期間は、受給に必要な資格期間には反映されるが年金額には反映されない期間となる。なお、納付猶予制度の導入時は老齢基
礎年金の受給には受給資格期間が25年必要であったが、現在は必要となる受給資格期間は10年に短縮されている。

◆納付猶予制度の導入時と比較すれば雇用環境等は改善している。また、年金制度として短時間労働者の厚生年金への適用拡大が進み、
非正規雇用であっても社会保険に加入できる機会が広がっている。

【適用者の状況等】

◆納付猶予制度の適用者数は、令和４年度時点で約58万人。概ね納付猶予期間２年以下である者がどの世代でも半数程度いる。一方で、
納付猶予制度を利用できる期間が長い30歳以上の世代では、納付猶予期間が５年超の者も一定程度存在する。

◆全額免除と納付猶予では所得基準が同じであり、単身世帯等で全額免除が適用できる状態にあるにも関わらず、納付猶予に留まってい
る場合がある。

◆納付猶予制度は個人の所得に着目する制度であるが、納付猶予適用者の中には、世帯主に一定以上の所得がある場合がある。

納付猶予制度の現状

◆納付猶予制度は、将来の無年金・低年金を防止するために設けられ、現在も一定数の者が利用しているが、令和12年６月までの時限措
置とされている。

◆納付猶予適用者の中には、世帯主に一定の所得があり保険料負担能力がありながらも納付猶予が適用されている場合がある。

納付猶予制度の課題
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納付猶予制度に関する検討の方向性

15

令和12年６月までの時限措置とされている納付猶予制度について、将来の無年金・低年金を防止する役割を維持しつつ、将
来の年金給付につなげるため、以下のように考えてはどうか。

（１）納付猶予制度については、被保険者の対象年齢の要件は現行通り（被保険者が50歳未満であること。）とした上で、時
限措置を延長することを検討してはどうか。

（２）納付猶予制度の延長に際しては、制度の基本的な考え方は維持しつつ、所得要件については、本人及び配偶者の前年の
所得が一定額以下であっても、保険料納付の原則に立ち返って世帯主（親など）に一定以上の所得がある場合は納付猶
予の対象外とし、保険料納付を求めることを検討してはどうか。

（世帯構成が変化した場合における保険料免除への円滑な移行（運用上の整理））

全額免除と納付猶予制度では所得基準が同じであることから、世帯構成の変化により、新たに免除基準を満たす場合が生じる。納

付猶予と異なり、保険料免除適用者は国庫負担分について将来の年金給付額につながることから、円滑に保険料免除へと移行される

よう運用上の整理を行うことを検討してはどうか。(※)

方向性

制度 免除等の要件（対象者） 免除等の要件（所得基準） 年金給付

納付猶予制度
見直し案

① 本人・配偶者の前年所得 全額免除基準と同じ

② 世帯主の前年所得 一定以上の所得がある場合に制限

現行の
納付猶予制度

本人・配偶者の前年所得 全額免除基準と同じ

全額免除
本人･配偶者･世帯主

の前年所得
（扶養親族等の数＋１）×35万円

＋32万円

納付猶予制度の見直し案と現行制度との比較 新たに世帯主の所得を考慮

世帯主に一定以上の所得がある世帯につ

いては保険料の納付猶予の対象外とし、

保険料納付を求めることを検討。

国庫負担分 保険料分

国庫負担分 保険料分

国庫負担分 保険料分

(※)  現行実務においても、納付猶予適用後の世帯構成の変化により保険料免除の適用対象となった者は、所得審査等に用いる運用上の「年度」（7月から
翌年6月まで）ごとに保険料免除に切り替える運用を行っている（ただし、本人が希望しない場合は除く。）。
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就業率・完全失業率の推移（年齢階層別）

（％）

0

（出典）総務省「労働力調査」
（注） 2011年については、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において、調査の実施が困難となったため、全国及び東北地域の結果については掲載せず。

◆ 就業率は、すべての年齢において上昇傾向にある。
◆ 20～24歳の完全失業率については、納付猶予制度創設時の半分以下の水準になっている。
◆ 35～49歳の完全失業率についても、2009年以降基本的に減少傾向にある。
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（出典）厚労省・文科省「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職内定状況等調査」
（注）１）対象は大学、短期大学、高等専門学校

２）各年４月時点の数値である。

有効求人倍率・大学等卒業予定者の就職率の推移

◆ リーマンショックの影響を受けた2010年以降、有効求人倍率は長期的に上昇傾向が続いた。コロナ禍により、2020年に
減少に転じたが、近年は再び上昇傾向である。

◆ 大学等卒業予定者の就職率についても同様の傾向が見られる。

（出典）厚労省「一般職業紹介状況」
（注）年平均の有効求人倍率

（倍）
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納付猶予の記録を有する者における納付猶予の適用期間

（資料出所）年金局調べ（令和４年度末時点）。
（注）１）令和４年度末時点の被保険者データ（５分の１抽出）をもとに集計（レコード数を５倍して人数ベースに復元）。

２）過去に納付猶予を受けていた月の保険料について既に追納を済ませている場合は、納付済み月として扱っている。
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◆ 納付猶予の記録を有する者（現在適用されている者も含む）について、その納付猶予の適用期間は、全ての世代で半数以上
が２年以下に留まっている。

◆ 一方で、納付猶予の適用期間が５年超の者も一定程度存在している。

19

令和４年度末時点
での納付猶予の
最大期間（※）

5年
程度

10年
程度

15年
程度

17年
程度

15年
程度

10年
程度

7年
程度

5年
程度

10年
程度

15年
程度

17年
程度

15年
程度

10年
程度

7年
程度

（※）納付猶予制度を利用可能な年数は、対象年齢拡大の改正経緯等により、５歳ごとに区切った年齢階級に応じて差があることに留意が必要。



単身世帯で納付猶予が適用者されている者の全額免除適用への切り替えの実務

現状の実務

◆ 納付猶予の申請書は保険料免除の申請書と一体となっており、日本年金機構（以下「機構」という。）において申請者の世帯や所得の
情報を確認し、全額免除、納付猶予及び一部免除に該当するかを判定している。そのため申請者において免除等の区分の記載は原則不要
となっている。

◆ 初回時の申請において申請者が希望しない場合を除き、全額免除又は納付猶予が承認された場合、当該申請者が翌年度（※）以降も同じ
免除等の申請をしたものとして機構において審査を行う運用となっている。（継続申請）

◆ さらに継続申請の場合、次年度（※）以降は機構において本人、配偶者及び世帯主の所得や世帯の状況等を確認し、納付猶予とされた者
が全額免除の審査基準に該当すれば、全額免除に切り替える運用となっている。

◆ また、納付猶予が承認された後に単身世帯となるなど全額免除の要件に該当することとなった場合、再申請することにより再申請した
日の属する月の前月から全額免除期間とすることも可能である。

（※）国民年金保険料の免除や納付猶予の「年度」は、7月から翌年6月までを「一年度」とされている。

情報提供ネットワーク等に

よる情報取得（申請者毎）

免除申請書

継続申請希望
（オプトアウト）

提出は随時

審査

世帯／所得

世帯情報
所得情報

免除申請毎に取得した情報（世帯状
況・所得額）に基づき免除審査を実施

➢ 全額免除は、本人、配偶者及び世
帯主の所得額が審査の対象

世帯主の所得額により適用できな
い場合は納付猶予の審査に移行

➢ 納付猶予は、本人、配偶者の所得
額が審査の対象

免除申請書

継続申請希望
（オプトアウト）

免除決定者は、本人の
希望が継続申請である
場合は翌年度の申請
書の提出は不要

【翌年度】

改めて取得した世
帯状況・所得額に
よる審査を実施

この際、世帯主の
所得額が全額免除
の基準以内となる
場合は、より有利
な全額免除を適用
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国民年金保険料免除・納付猶予申請様式
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